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『2017 年版 司法試験・予備試験 完全整理択一六法 商法』 

お詫びと訂正 

 

以下の箇所に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。 

 

2017 年 4月 6日現在 

 

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 更新日 

42 上から 14行目 発行可能株式総数の４分の

１を下ることできない。 

発行可能株式総数の４分の

１を下ることができない。 

2017.03.21 

146 下から 17行目 原則として株主しての権利

を有するが、…… 

原則として株主としての権

利を有するが、…… 

2017.03.21 

291 上から 1行目 ［趣旨］監査役の報酬等は

定款は株主総会の決議で…

… 

［趣旨］監査役の報酬等は、

定款にその額を定めていな

いときは、株主総会の決議

で…… 

2017.03.21 

577 上から 18行目 （固有必要的共同訟） （固有必要的共同訴訟） 2017.03.21 

652 上から 2行目 商行為の委任による代理権

は、本人の死亡よっては、

消滅しない。 

商行為の委任による代理権

は、本人の死亡によっては、

消滅しない。 

2017.03.21 

662 上から 13行目 の解除をしたものとみされ

る 

の解除をしたものとみなさ

れる 

2017.03.21 

693 上から 12行目 ホテル宿泊約款にける宿泊

者の…… 

ホテル宿泊約款における宿

泊者の…… 

2017.03.21 

40 下から 5行目 ②払戻金が会社資金として

…… 

②払込金が会社資金として

…… 

2016.11.28 

41 下から 8行目 ……63Ⅱ［設立時集式にお

ける権利 

……63Ⅱ［設立時募集株式

における権利 

2016.11.28 

48 上から 3行目 Ⅲ 前２項の規定にる措置

は、…… 

Ⅲ 前２項の規定による措

置は、…… 

2016.11.28 

56 下から 3行目 ……前項の通知は、書面で

しなければなない。 

……前項の通知は、書面で

しなければならない。 

2016.11.28 

58 下から 3行目 ……設立時株主、その ……設立時株主は、その 2016.11.28 

81 上から 8行目 る株式という（323）。 る株式をいう（323）。 2016.11.28 
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83 下から 14行目 …おそれのあることもっ ……おそれのあることをも

っ 

2016.11.28 

84 上から 8行目 に強制的に株式を取得すも

のだから、…… 

に強制的に株式を取得する

ものだから、…… 

2016.11.28 

104 上から 4 行目 定す指定買取人であるこ

と。 

定する指定買取人であるこ

と。 

2016.11.28 

592 上から 5行目 当事者の申請又は裁判所記

官の嘱託により、…… 

当事者の申請又は裁判所書

記官の嘱託により、…… 

2016.11.09 

600 下から 2行目 第８０８条第３項＜新株合

併等をする旨等の通知＞…

… 

第８０８条第３項＜新設合

併等をする旨等の通知＞…

… 

2016.11.09 

614 上から 14行目 第９５２条又は前条（電子

公関係規定において…… 

第９５２条又は前条（電子

公告関係規定において…… 

2016.11.09 

549 上から 10行目 ② 当該株主総会決により

…… 

② 当該株主総会決議によ

り…… 

2016.11.08 

60 上から 11行目 ② 前項の電磁的記録に記

録された事項を法務 

② 前項の電磁的記録に記

録された事項を法務省令

で定める方法により表示

したものの閲覧又は謄写

の請求 

2016.10.26 

 

 

 

 


